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○ 

保
険
契
約
者
等
の
保
護
の
た
め
の
特
別
の
措
置
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
年
大
蔵
省
令
第
百
二
十
四
号
） 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 
 
 

行 
 

 

 

（
事
業
継
続
困
難
の
申
出
の
基
準
） 

第
一
条
の
二 

法
第
二
百
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
業
（
外
国
保
険
会

社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
保
険
業
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
継
続
が
困
難
で
あ
る
と
き
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
を
含
む
も
の

と
す
る
。 

 

（
事
業
継
続
困
難
の
申
出
の
基
準
） 

第
一
条
の
二 

法
第
二
百
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
保
険
業
（
外
国
保
険
会

社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
保
険
業
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
継
続
が
困
難
で
あ
る
と
き
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
き
を
含
む
も
の

と
す
る
。 

一 

保
険
会
社
等
（
保
険
会
社
又
は
少
額
短
期
保
険
業
者
を
い
う
。
以
下
第
一

条
の
十
四
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
外
国
保
険
会
社
等
の
財
産
（
外
国

保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
所
在
す
る
財
産
）
を
も
っ
て
債
務
を
完

済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
そ
の
事
態
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
き
。 

二 

（
略
） 

三 

取
締
役
会
（
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
代
表
者
）

に
提
出
さ
れ
た
保
険
計
理
人
の
意
見
書
に
、
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八

年
大
蔵
省
令
第
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
第
一
項
第

六
号
及
び
第
七
号
（
規
則
第
百
六
十
条
及
び
第
二
百
十
一
条
の
五
十
一
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
、
将
来
の
収
支
を

保
険
数
理
に
基
づ
き
合
理
的
に
予
測
し
た
結
果
に
照
ら
し
、
保
険
業
の
継
続

が
困
難
で
あ
る
旨
の
意
見
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
因

の
解
消
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。 

一 

保
険
会
社
（
外
国
保
険
会
社
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
財
産
（
外
国

保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
所
在
す
る
財
産
）
を
も
っ
て
債
務
を
完

済
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
そ
の
事
態
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
き
。 

 

二 

（
略
） 

三 

取
締
役
会
（
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
代
表
者
）

に
提
出
さ
れ
た
保
険
計
理
人
の
意
見
書
に
、
保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八

年
大
蔵
省
令
第
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
十
二
条
第
一
項
第

六
号
及
び
第
七
号
（
規
則
第
百
六
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
、
将
来
の
収
支
を
保
険
数
理
に
基
づ
き
合
理
的
に

予
測
し
た
結
果
に
照
ら
し
、
保
険
業
の
継
続
が
困
難
で
あ
る
旨
の
意
見
が
記

載
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
因
の
解
消
を
図
る
た
め
に
必
要
な

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
。 

（別紙８） 
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（
事
業
継
続
困
難
の
申
出
） 

第
一
条
の
三 

保
険
会
社
等
又
は
外
国
保
険
会
社
等
は
、
法
第
二
百
四
十
一
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
申
出
書
に
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
、
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下
「

金
融
庁
長
官
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
～
四 

（
略
） 

 

（
事
業
継
続
困
難
の
申
出
） 

第
一
条
の
三 

保
険
会
社
は
、
法
第
二
百
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
申
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融
庁

長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

（
保
険
管
理
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
指
名
等
） 

第
一
条
の
四 

法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
管
理
人
に
よ
る

業
務
及
び
財
産
（
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
業
務
及
び

日
本
に
所
在
す
る
財
産
）
の
管
理
を
命
ず
る
処
分
（
第
一
条
の
九
に
お
い
て
「

管
理
を
命
ず
る
処
分
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
保
険
管
理
人

に
選
任
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
は
、
代
表
者
の
う
ち
保

険
管
理
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
指
名
し
、
そ
の
旨
を
金
融
庁
長
官
（
保
険

業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）

第
四
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
少
額
短
期
保
険
業
者
の
本
店
又
は
主

た
る
事
務
所
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄

区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
が
前
条
の
申
出
書
を

受
理
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
）
に
届

け
出
る
と
と
も
に
、
当
該
処
分
を
受
け
た
保
険
会
社
等
又
は
外
国
保
険
会
社
等

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
保
険
管
理
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
指
名
等
） 

第
一
条
の
四 

法
第
二
百
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
険
管
理
人
に
よ
る

業
務
及
び
財
産
（
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
業
務
及
び

日
本
に
所
在
す
る
財
産
）
の
管
理
を
命
ず
る
処
分
（
第
一
条
の
九
に
お
い
て
「

管
理
を
命
ず
る
処
分
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
保
険
管
理
人

に
選
任
さ
れ
た
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
法
人
は
、
代
表
者
の
う
ち
保

険
管
理
人
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
を
指
名
し
、
そ
の
旨
を
金
融
庁
長
官
に
届
け

出
る
と
と
も
に
、
当
該
処
分
を
受
け
た
保
険
会
社
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

 

（
業
務
の
一
部
を
停
止
し
な
い
た
め
の
申
出
） 

（
業
務
の
一
部
を
停
止
し
な
い
た
め
の
申
出
） 
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第
一
条
の
五 

保
険
管
理
人
は
、
法
第
二
百
四
十
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る

申
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
出
書
に
理
由
書
（
当
該
申
出
が
特
定
補
償

対
象
契
約
以
外
の
保
険
契
約
の
解
約
に
係
る
業
務
を
停
止
し
な
い
こ
と
に
つ
い

て
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
出
に
係
る
保
険
契
約
が
保
険
契

約
者
等
の
保
護
の
た
め
そ
の
存
続
を
図
る
必
要
性
が
低
い
も
の
で
あ
る
こ
と
そ

の
他
の
当
該
申
出
が
保
険
契
約
者
等
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を

示
す
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
法
第
二
百
五
十
条
第
五
項
た
だ

し
書
、
第
二
百
五
十
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
二
百
五
十
五
条
の
二

第
三
項
た
だ
し
書
又
は
第
二
百
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百

四
十
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
つ
い
て
、

外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
法
第
二
百
五
十
条
第
五
項
た
だ
し
書
若
し
く
は

第
二
百
五
十
五
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
又
は
第
二
百
五
十
八
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
二
百
四
十
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

第
一
条
の
五 

保
険
管
理
人
は
、
法
第
二
百
四
十
五
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る

申
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
出
書
に
理
由
書
（
当
該
申
出
が
特
定
補
償

対
象
契
約
以
外
の
保
険
契
約
の
解
約
に
係
る
業
務
を
停
止
し
な
い
こ
と
に
つ
い

て
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
出
に
係
る
保
険
契
約
が
保
険
契

約
者
等
の
保
護
の
た
め
そ
の
存
続
を
図
る
必
要
性
が
低
い
も
の
で
あ
る
こ
と
そ

の
他
の
当
該
申
出
が
保
険
契
約
者
等
の
保
護
に
欠
け
る
お
そ
れ
の
な
い
こ
と
を

示
す
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
保
険
会
社
が
法
第
二
百
五
十
条
第
五
項
た
だ
し
書
、
第
二

百
五
十
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
若
し
く
は
第
二
百
五
十
五
条
の
二
第
三
項
た
だ

し
書
又
は
第
二
百
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
百
四
十
五
条
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
株
主
の
名
義
書
換
の
禁
止
の
告
示
）  

第
一
条
の
七 

金
融
庁
長
官
等
は
、
法
第
二
百
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
株
主
の

名
義
書
換
を
禁
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
株
主
の
名
義
書
換
の
禁
止
の
告
示
）  

第
一
条
の
七 

金
融
庁
長
官
は
、
法
第
二
百
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
株
主
の
名

義
書
換
を
禁
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
計
画
の
承
認
）  

第
一
条
の
八 

保
険
管
理
人
は
、
法
第
二
百
四
十
七
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規

（
計
画
の
承
認
）  

第
一
条
の
八 

保
険
管
理
人
は
、
法
第
二
百
四
十
七
条
第
二
項
又
は
第
四
項
の
規
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定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

一
～
四 

（
略
） 

 
 

定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
承
認
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書

類
を
添
付
し
て
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

一
～
四 

（
略
） 

 
 

（
保
険
管
理
人
に
よ
る
管
理
を
命
ず
る
処
分
の
取
消
し
の
通
知
） 

第
一
条
の
九 

金
融
庁
長
官
等
は
、
法
第
二
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

管
理
を
命
ず
る
処
分
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
処
分
を
受
け
た
保
険
会
社

等
又
は
外
国
保
険
会
社
等
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
保
険
管
理
人
に
よ
る
管
理
を
命
ず
る
処
分
の
取
消
し
の
通
知
） 

第
一
条
の
九 

金
融
庁
長
官
は
、
法
第
二
百
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管

理
を
命
ず
る
処
分
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
当
該
処
分
を
受
け
た
保
険
会
社
に

対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
保
険
契
約
に
係
る
債
権
の
額
） 

第
一
条
の
十
四 

法
第
二
百
五
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財

務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
険
会
社
等
又
は
外
国
保
険

会
社
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。 

 

（
保
険
契
約
に
係
る
債
権
の
額
） 

第
一
条
の
十
四 

法
第
二
百
五
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財

務
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
生
命
保
険
会
社
及
び
外
国
生
命
保
険
会
社
等
に
あ

っ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
と
し
、
損
害
保
険
会
社
及
び
外
国
損
害
保
険
会

社
等
に
あ
っ
て
は
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

一 

生
命
保
険
会
社
及
び
外
国
生
命
保
険
会
社
等 

法
第
二
百
五
十
五
条
の

四
第
一
項
の
公
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
告
」
と
い
う
。
）
の
時

に
お
い
て
被
保
険
者
の
た
め
に
積
み
立
て
る
べ
き
金
額 

二 

損
害
保
険
会
社
及
び
外
国
損
害
保
険
会
社
等 

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
金

額
の
合
計
額 

イ 

未
経
過
期
間
（
保
険
契
約
に
定
め
た
保
険
期
間
の
う
ち
、
公
告
の
時

に
お
い
て
、
ま
だ
経
過
し
て
い
な
い
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
対
応
す
る
保
険
料
の
金
額 

ロ 

公
告
の
時
に
お
い
て
規
則
第
七
十
条
第
一
項
第
三
号
又
は
規
則
第
百

一 

法
第
二
百
五
十
五
条
の
四
第
一
項
の
公
告
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

公
告
」
と
い
う
。
）
の
時
に
お
い
て
被
保
険
者
の
た
め
に
積
み
立
て
る
べ

き
金
額 

二 

未
経
過
期
間
（
保
険
契
約
に
定
め
た
保
険
期
間
の
う
ち
、
公
告
の
時
に

お
い
て
、
ま
だ
経
過
し
て
い
な
い
期
間
を
い
う
。
）
に
対
応
す
る
保
険
料

の
金
額 

   



 

 

5

五
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
払
戻
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
べ
き
金

額 
三 
少
額
短
期
保
険
業
者 

未
経
過
期
間
に
対
応
す
る
保
険
料
の
金
額 

  

三 

公
告
の
時
に
お
い
て
規
則
第
七
十
条
第
一
項
第
三
号
又
は
規
則
第
百
五

十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
払
戻
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
べ
き
金
額 

 

（
保
険
契
約
の
管
理
及
び
処
分
の
範
囲
） 

第
二
条 

法
第
二
百
六
十
条
第
十
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

保
険
会
社
（
外
国
保
険
会
社
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
保
険
業
に

係
る
業
務
の
代
理
又
は
事
務
の
代
行
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ
・
ロ 

（
略
） 

六
・
七 

（
略
） 

 

（
保
険
契
約
の
管
理
及
び
処
分
の
範
囲
） 

第
二
条 

法
第
二
百
六
十
条
第
十
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め

る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

保
険
会
社
の
保
険
業
に
係
る
業
務
の
代
理
又
は
事
務
の
代
行
で
あ
っ
て

、
次
に
掲
げ
る
も
の 

イ
・
ロ 

（
略
） 

六
・
七 

（
略
） 

 

（
協
定
承
継
保
険
会
社
に
生
じ
た
損
失
の
金
額
） 

 

第
五
十
条
の
八 

 

令
第
三
十
七
条
の
四
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・

財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額

か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
残
額
と
す
る

。 

 

一
～
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 
 
 

（
協
定
承
継
保
険
会
社
に
生
じ
た
損
失
の
金
額
） 

 

第
五
十
条
の
八 

 

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
。
以

下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
七
条
の
四
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

・
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る

額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
た
残
額
と
す

る
。 

一
～
三 
（
略
） 

２ 

（
略
） 
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附 

則 
 
 
 

附 

則 
（
令
附
則
第
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

） 

第
五
条 

令
附
則
第
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

特
定
会
員
（
法
附
則
第
一
条
の
二
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
会
員

を
い
う
。
）
、
特
別
会
員
（
法
附
則
第
一
条
の
二
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す

る
特
別
会
員
を
い
う
。
）
又
は
特
例
会
員
（
法
附
則
第
一
条
の
二
の
十
四
第

一
項
に
規
定
す
る
特
例
会
員
を
い
う
。
）
で
あ
っ
た
清
算
保
険
会
社
（
法
第

二
百
六
十
五
条
の
二
十
八
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
清
算
保
険
会
社
を
い

う
。
）
か
ら
生
命
保
険
契
約
者
保
護
機
構
に
納
付
さ
れ
た
金
銭
の
額 

（
令
附
則
第
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

） 

第
五
条 

令
附
則
第
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

四 

特
定
会
員
（
法
附
則
第
一
条
の
二
の
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
会
員

を
い
う
。
）
、
特
別
会
員
（
法
附
則
第
一
条
の
二
の
十
三
第
二
項
に
規
定
す

る
特
別
会
員
を
い
う
。
）
又
は
特
例
会
員
（
法
附
則
第
一
条
の
二
の
十
四
第

一
項
に
規
定
す
る
特
例
会
員
を
い
う
。
）
で
あ
っ
た
清
算
保
険
会
社
（
法
第

百
七
十
四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
清
算
保
険
会
社
を
い
う
。
）
か
ら
生
命
保

険
契
約
者
保
護
機
構
に
納
付
さ
れ
た
金
銭
の
額 

 
 

 



 

 

1

○ 

保
険
業
法
第
百
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
・
大
蔵
省
令
第
四
十
五
号
） 

 

整 
 
 

備 
 
 

案 

参 
 
 
 
 
 
 
 

考 

 
 

（
財
務
大
臣
へ
の
通
知
） 

第
六
条 

法
第
三
百
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令

で
定
め
る
も
の
（
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
届
出
に
限
る
。
）
は
、

第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
す
る
届
出
と
す
る
。 

（
財
務
大
臣
へ
の
通
知
） 

第
六
条 

法
第
三
百
十
一
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
に
す
る
届

出
と
す
る
。 

 
 

 



- -1

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
保
険
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（

平
成
十
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
少
額
短
期
保
険
業
者
の
事
業
継
続
困
難
の
申
出
の
基
準
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
少
額
短
期
保
険
業
者
に
対
す
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
保
険

契
約
者
等
の
保
護
の
た
め
の
特
別
の
措
置
等
に
関
す
る
命
令
第
一
条
の
二
第
三
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
規

定
す
る
取
締
役
会
に
は
、
取
締
役
会
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
も
の
と
す
る
。


